
（総括表）

うち平成23年度の
オンライン申請等件数

23年度 24年度
25年度
以降

a b （b/a×100）％

（表１） 85 81 8 0 8 431,255 134,427 31.17

（表３） 6 0 0 0 0 0 0 －

（表２） 313 100 0 0 11

（表３） 5 5 0 0 0

※　「平成23年度中」：平成23年４月１日から24年３月31日までの間

※　「平成24年度以降にオンライン化を停止した又はオンライン化の停止を予定している手続」：平成24年４月１日から９月28日（公表事項の総務省提出期限）までの間にオンライン化を停止した手続、又
は、９月28日までの間に24年度以降にオンライン化を停止することを公示している手続及び費用対効果の検証後意見聴取を開始している手続

全手続の種類数
平成23年度中にオ
ンライン化が可能

だった手続の種類数

停止又は停止予定の手続

日本銀行が法令に基づき扱う手続のオンライン化状況（総括表）

申請・届出等手続

申請・届出等以外の
手続

平成23年度中にオンライン
化が可能だった手続の平成
23年度の年間申請等件数

平成23年度の
オンライン利用率
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（表１）

23年度 24年度
25年度
以降

24年度
25年度
以降

21年度 22年度
23年度
a

21年度 22年度
23年度
b

国庫短期証券の入札事務手続

1
国庫短期証券の入札参
加者に対する発行条件
の通知

政府資金調達事務取扱
規則第5条
国債の発行等に関する
省令第5条

日本銀行金融ネットワー
クシステム

－ － － － － － 22,848 22,428 22,880 22,848 22,428 22,880 100.00% － －

2
国庫短期証券の入札参
加者からの入札

政府資金調達事務取扱
規則第5条
国債の発行等に関する
省令第5条

日本銀行金融ネットワー
クシステム

－ － － － － － 3,978 3,917 4,194 3,978 3,917 4,194 100.00% － －

3
国庫短期証券の入札参
加者への募入決定通知

政府資金調達事務取扱
規則第5条
国債の発行等に関する
省令第5条

日本銀行金融ネットワー
クシステム

－ － － － － － 3,978 3,917 4,194 3,978 3,917 4,194 100.00% － －

国債の入札事務手続

4
国債の入札参加者に対
する発行条件の通知

国債の発行等に関する
省令第5条

日本銀行金融ネットワー
クシステム

－ － － － － － 17,957 18,036 17,700 17,957 18,036 17,700 100.00%
国庫短期証券を除
く。

－ －

5
国債の入札参加者から
の入札

国債の発行等に関する
省令第5条

日本銀行金融ネットワー
クシステム

－ － － － － － 4,061 4,271 4,279 4,061 4,271 4,279 100.00%
国庫短期証券を除
く。

－ －

6
国債の入札参加者への
募入決定の通知

国債の発行等に関する
省令第5条

日本銀行金融ネットワー
クシステム

－ － － － － － 4,061 4,271 4,279 4,061 4,271 4,279 100.00%
国庫短期証券を除
く。

－ －

7

国債の買入消却におけ
る買入入札参加者として
定めた旨の当該参加者
への通知

国債の買入消却に関す
る省令第3条第2項

電子メール － － － － － － 1 2 2 0 1 1 50.00% － －

外国為替に関する許可等手続

8
対外直接投資の事前届
出

外国為替及び外国貿易
法第23条第1項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － － － 16 9 28 0 0 0 0.00%
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

9
対外直接投資の内容変
更の届出

外国為替に関する省令
第24条第1項＜外国為替
及び外国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － － － 4 0 0 0 0 0 －
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ステムにお
いては、本
人確認のた
め「商業登
記認証局」
または「日
本認証サー
ビス」が発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

外国為替の取引等の報告に関する手続

10
銀行等を経由しない支払
等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第2条第
1項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － 支払等報告 36,405 39,011 37,387 2,969 3,366 3,799 10.16% － －

備考②

表1：日本銀行が法令に基づき扱う手続（申請・届出等手続）

整理
番号

手続名 根拠法令、根拠規定
手続を受け付けている

システム等の名称

停止又は停止予定の手続
24年度以降の新規
オンライン化手続

申請等件数の切
り分けができない
手続をまとめた名

称

公的個人認証サー
ビスの対応

オンライン
申請等件数

平成23年度の
オンライン利用

率
（b/a×100）％

備考①
電子署名の

必要性

手続の年間申請等件数
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11
銀行等を経由しない支払
等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第2条第
3項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － 支払等報告 － － － － － － － － －

12
銀行等を経由しない支払
等の一括報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第2条第
2項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － 支払等報告 － － － － － － － － －

13
銀行等を経由する支払
等の一括報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第3条第
2項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － 支払等報告 － － － － － － －

14
銀行等を経由する支払
等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第3条第
1項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 212,709 218,422 232,735 11,155 11,874 12,011 5.16% － －

15
資本取引の相手方の報
告を要しないこととしたい
旨の届出

外国為替の取引等の報
告に関する省令第6条第
1項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － － － 5 2 0 0 0 0 －
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

16
資本取引の相手方の報
告を要しないこととしたい
旨の変更届出

外国為替の取引等の報
告に関する省令第6条第
5項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － － － 1 2 1 0 0 0 0.00%
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

17
資本取引の相手方の報
告を要しない期間の終了
届出

外国為替の取引等の報
告に関する省令第6条第
7項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － － － 0 0 0 0 0 0 －
平成26年1月以降
廃止予定

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

18
資本取引に関する債権
の発生等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第8条第
1項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － －
資本取引に関する
債権の発生等報
告

13,689 15,145 2,053 3,329 3,966 499 24.31% 平成23年5月1日 － －

19

対外支払手段等の売買
契約又は金融指標等先
物契約に基づく債権の発
生に係る取引の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第8条第
2項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － －
資本取引に関する
債権の発生等報
告

－ － － － － － － 平成23年5月1日 － －

20

信託契約等又は対外支
払手段の売買契約等若
しくは金融指標等先物契
約に基づく債権の発生等
に係る取引等の変更の
報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第8条第
3項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － －
資本取引に関する
債権の発生等報
告

－ － － － － － － 平成23年5月1日 － －
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21

信託契約等又は対外支
払手段等の売買契約等
若しくは金融指標等先物
契約に基づく債権の消滅
に係る取引の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第8条第
4項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － －
資本取引に関する
債権の発生等報
告

－ － － － － － － 平成23年5月1日 － －

22

対外支払手段等若しくは
債権の売買契約等に基
づく債権の消滅に係る取
引の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第8条第
5項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － －
資本取引に関する
債権の発生等報
告

－ － － － － － － 平成23年5月1日 － －

23

信託契約等又は対外支
払手段等の売買又は金
融指標等先物契約に基
づく債権等の発生に係る
取引の一括報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第8条第
6項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － － － 1,130 1,070 171 367 378 59 34.50% 平成23年5月1日 － －

24
証券の取得又は譲渡の
報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第9条第
1項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券の取得等に関
する報告

1,959 1,898 2,999 633 680 807 26.91% － －

25
資本取引の媒介、取次ぎ
又は代理に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第13条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券の取得等に関
する報告

－ － － － － － － － －

26
証券の取得又は譲渡の
一括報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第9条第
2項＜外国為替及び外国
貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券売買契約状
況等報告書等

37,673 38,373 40,032 33,234 32,783 32,232 80.52% － －

27
資本取引の媒介、取次ぎ
又は代理に関する一括
報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第13条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券売買契約状
況等報告書等

－ － － － － － － － －

28
証券の売買の契約の状
況に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第22条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券売買契約状
況等報告書等

－ － － － － － － － －

29
証券の売買の契約の状
況に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第22条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券売買契約状
況等報告書等

－ － － － － － － － －

30
証券の売買の契約の状
況に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第21条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券売買契約状
況等報告書等

－ － － － － － － － －

31
対外直接投資に係る証
券の取得等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第10条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外直接投資に係
る報告

4,920 5,345 4,384 876 809 586 13.37% － －

32
対外直接投資に係る証
券の取得等の一括報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第10条
第4項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外直接投資に係
る報告

－ － － － － － － － －

33
対外直接投資として取得
した証券の非居住者に対
する譲渡等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第10条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外直接投資に係
る報告

－ － － － － － － － －

34
対外直接投資として取得
した証券の非居住者に対
する譲渡等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第10条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外直接投資に係
る報告

－ － － － － － － － －

35
居住者による外国におけ
る証券の発行等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第11条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
居住者等による報
告

3,815 4,544 5,124 491 258 403 7.86% － －

36
非居住者による本邦にお
ける証券の発行又は募
集等の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第11条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
居住者等による報
告

－ － － － － － － － －

37
居住者による外国におけ
る証券の発行等の一括
報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第11条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
居住者等による報
告

－ － － － － － － － －

38
本邦にある不動産の取
得等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第12条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 107 117 164 0 0 0 0.00% － －
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39
資本取引の媒介、取次ぎ
又は代理に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第13条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － － － 0 0 0 0 0 0 － 平成24年1月17日 － －

40
資本取引の媒介、取次ぎ
又は代理に関する一括
報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第13条
第6項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

○ － － － － － 180 190 190 150 164 157 82.63% 平成24年1月17日 － －

41
特別国際金融取引勘定
承認金融機関の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第14条
第1項、第14条の2第1
項、第14条の3第1項＜
外国為替及び外国貿易
法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 1,936 1,796 1,776 1,695 1,596 1,592 89.64% － －

42
対外支払手段等の売買
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第14条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外支払手段等
の売買に関する報
告

830 812 809 709 694 697 86.16% － －

43
対外支払手段等の売買
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第15条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外支払手段等
の売買に関する報
告

－ － － － － － － － －

44
対外支払手段等の売買
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第15条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対外支払手段等
の売買に関する報
告

－ － － － － － － － －

45
銀行等の非居住者等に
対する国別債権債務に
関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第14条
第4項、第23条の2＜外
国為替及び外国貿易法
＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 624 603 600 624 603 599 99.83% － －

46
国別対外債権残高報告
書

外国為替の取引等の報
告に関する省令第14条
第5項、第23条の3＜外
国為替及び外国貿易法
＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 214 192 192 214 192 192 100.00% － －

47
証券投資又は保有の残
高の状況の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第14条
第6項、第14条の2第3
項、第14条の3第3項＜
外国為替及び外国貿易
法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券投資又は保
有の残高の状況
の報告

1,173 1,148 1,090 1,004 992 995 91.28% － －

48
証券投資又は保有の残
高の状況の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第22条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券投資又は保
有の残高の状況
の報告

－ － － － － － － － －

49
証券投資又は保有の残
高の状況の報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第22条
第4項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
証券投資又は保
有の残高の状況
の報告

－ － － － － － － － －

50
利子､配当金又は手数料
の支払等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第14条
第7項、第14条の2第4
項、第14条の3第4項＜
外国為替及び外国貿易
法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
利子等の支払等に
関する報告

2,710 2,663 2,655 2,424 2,398 2,389 89.98% － －

51
利子､配当金又は手数料
の支払等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第16条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
利子等の支払等に
関する報告

－ － － － － － － － －

52
利子､配当金又は手数料
の支払等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第17条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
利子等の支払等に
関する報告

－ － － － － － － － －

53
利子､配当金又は手数料
の支払等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第19条
第3項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
利子等の支払等に
関する報告

－ － － － － － － － －

54
利子､配当金又は手数料
の支払等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第22条
第6項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
利子等の支払等に
関する報告

－ － － － － － － － －

55
デリバティブ取引に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第16条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
デリバティブ取引
に関する報告

2,285 2,224 3,658 2,043 1,984 3,361 91.88% － －
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56
デリバティブ取引に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第16条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
デリバティブ取引
に関する報告

－ － － － － － － － －

57
貸付債権の売買に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第17条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
貸付債権の売買に
関する報告

2,166 2,118 2,085 1,859 1,821 1,807 86.67% － －

58
貸付債権の売買に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第17条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
貸付債権の売買に
関する報告

－ － － － － － － － －

59
外国通貨又は旅行小切
手の売買の状況に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第18条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －

外国通貨又は旅
行小切手の売買
の状況に関する報
告

6,035 6,198 5,736 1,974 1,937 1,784 31.10% － －

60
外国通貨又は旅行小切
手の売買の状況に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第18条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －

外国通貨又は旅
行小切手の売買
の状況に関する報
告

－ － － － － － － － －

61
貸付けの実行等の状況
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第19条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
貸付けの実行等の
状況に関する報告

2,401 2,321 2,295 2,174 2,111 2,096 91.33% － －

62
貸付けの実行等の状況
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第19条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
貸付けの実行等の
状況に関する報告

－ － － － － － － － －

63
証券取引に係る預り金等
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第22条
第5項、第14条の2第5項
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 742 719 692 607 597 572 82.66% － －

64
銀行等の資産及び負債
に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第23条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 8,814 8,538 8,526 8,601 8,356 8,399 98.51% － －

65
航空会社の事業収支に
関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第26条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 84 71 48 0 12 12 25.00% － －

66
航空会社の事業収支に
関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第26条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 796 763 752 0 0 0 0.00% － －

67
船会社の事業収支に関
する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第27条
第1項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 2,379 2,396 2,813 24 24 30 1.07% － －

68
船会社の事業収支に関
する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第27条
第2項＜外国為替及び外
国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 1,583 1,518 1,637 12 12 22 1.34% － －

69
貨物の輸出入に係る保
険に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第28条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 304 294 277 24 24 24 8.66% － －

70
対外直接投資に係る外
国法人の内部留保等に
関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第29条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 824 831 848 50 32 31 3.66% － －

71
対内直接投資等に係る
本邦にある会社の内部
留保等に関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第30条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 588 362 643 13 8 7 1.09% － －

72
証券の償還等の状況に
関する報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第31条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 169 134 155 11 13 7 4.52% － －

73
海外預金の残高に関す
る報告

外国為替の取引等の報
告に関する省令第32条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 5,907 6,028 5,678 1,334 1,320 1,247 21.96% － －
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74
対外の貸借及び国際収
支に関する統計を作成す
るための資料の提出

外国為替の取引等の報
告に関する省令第33条
＜外国為替及び外国貿
易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 1,287 1,344 1,347 300 305 300 22.27% － －

対内直接投資等に関する手続

75
対内直接投資等の事前
届出

外国為替及び外国貿易
法第27条第1項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － －
対内直接投資等
の届出

361 326 247 3 2 2 0.81%
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

76
対内直接投資等に相当
するものの事前届出

外国為替及び外国貿易
法第27条第13項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － －
対内直接投資等
の届出

－ － － － － － －
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

77
技術導入契約の締結等
の事前届出

外国為替及び外国貿易
法第30条第1項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － ○ － － － 20 51 27 3 2 4 14.81%
平成26年1月以降
廃止予定

署名必要 －

日本銀行外
為法手続き
オンラインシ
ス テ ム にお
い て は 、 本
人確認のた
め 「 商 業 登
記 認 証 局 」
ま た は 「 日
本認証サー
ビ ス 」 が 発
行した電子
署名の添付
を求めてい
る。

78 対内直接投資等の報告
外国為替及び外国貿易
法第55条の5第1項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対内直接投資等
の報告

2,166 3,000 2,953 31 32 28 0.95% － －

79
対内直接投資等に相当
するものの報告

外国為替及び外国貿易
法第55条の5第2項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － －
対内直接投資等
の報告

－ － － － － － － － －

80
技術導入契約の締結等
の報告

外国為替及び外国貿易
法第55条の6第1項

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 307 346 337 100 86 97 28.78% － －

81
株式、持分若しくは社債
の取得又は金銭の貸付
け等の報告

対内直接投資等に関す
る命令第7条＜外国為替
及び外国貿易法＞

日本銀行外為法手続き
オンラインシステム

－ － － － － － 752 511 583 85 8 53 9.09% － －

合計 81 8 0 8 0 0 416,954 428,277 431,255 136,005 136,280 134,427

※　「平成23年度中」：平成23年４月１日から24年３月31日までの間

※　合計は24年度以降の新規オンライン化手続は含まない。

※　「平成24年度以降にオンライン化を停止している（停止する予定がある）手続」：平成24年４月１日から９月28日（公表事項の提出期限）までの間にオンライン化を停止した手続、又は、９月28日までの間に24年度以降にオンライン化を停止すること
を公示している手続及び費用対効果の検証後意見聴取を開始している手続
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（表２）

23年度 24年度
25年度
以降

24年度
25年度
以降

1
納入者からの納入告知
書等の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
14条、第14条の2、第14条の
4、第14条の5

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

2

納入者から納入告知書
又は納付書を受領した
場合における領収済通
知書及び集計表の送付

日本銀行国庫金取扱規程第
14条、第14条の2、第14条の
4、第14条の5

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

3
センター支出官等からの
歳入金への振替に係る
国庫金振替書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
16条、第16条の2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

4

センター支出官等から国
庫金振替書を受領した
場合における振替済書
の送付

日本銀行国庫金取扱規程第
16条、第16条の2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

5

期間経過後に納入者か
ら納入告知書又は納付
書とともに現金を受領し
た場合における歳入金
にかかる領収済通知書
及び集計表の送付

日本銀行国庫金取扱規程第
17条

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

6

期間経過後に代理店が
返納者から納入告知書
又は納付書とともに現金
を受領した場合における
領収済通知書情報の送
付

日本銀行国庫金取扱規程第
19条の5

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

7
センター支出官からの国
庫金振替書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
24条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

8

センター支出官から国庫
金振替書を受領した場
合における振替済書の
交付

日本銀行国庫金取扱規程第
24条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

表2：日本銀行が法令に基づき扱う手続（申請・届出等手続以外の手続）

停止又は停止予定の手続

備考

24年度以降の新規オン
ライン化手続整理

番号
手続名 根拠法令、根拠規定

法令
種別

手続
類型

処分通知等を行うシステム等の
名称
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9

返納金を戻入できる期
間内におけるセンター支
出官等から国庫金振替
書等の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
25条第2項、第25条の2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

10

返納金を戻入できる期
間内にセンター支出官等
から国庫金振替書等を
受領した場合における振
替済書の交付及び返納
金領収済通知情報の送
付

日本銀行国庫金取扱規程第
25条第2項、第25条の2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

11

歳出金の戻入の請求を
受けた場合における歳
入徴収官等への返納金
領収済通知情報の送信

日本銀行国庫金取扱規程第
25条第3項、第25条の2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

12

返納金を戻入できる期
間内において代理店が
返納者からの納入告知
書等情報により現金を受
領した場合において返納
金領収済通知書情報の
送付

日本銀行国庫金取扱規程第
25条の3

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

13
センター支出官からの支
払指図書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
30条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

14
センター支出官からの支
払指図書の受領に伴う
支払済書の交付

日本銀行国庫金取扱規程第
30条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

15
支出官事務規程第40条
第2項の規定による国庫
金振替書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
32条第1項

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

16

他店が出納官吏の預託
金の取扱店である場合
における自店から取扱
店への振替受入の通知

日本銀行国庫金取扱規程第
32条第1項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―

17

他店が出納官吏の預託
金の取扱店である場合
における取扱店からセン
ター支出官への振替済
書の交付

日本銀行国庫金取扱規程第
32条第1項

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―
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18

納入者から国税等に係
る納税告知書、納入告
知書又は納付書とともに
現金を受領した場合にお
ける領収済通知書と集
計表の送付

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の3、電子情報処理組織
を使用して処理する場合にお
ける国税等の徴収関係事務
等の取扱いの特例に関する
省令第7条第5項

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

19

納入者からの国税等に
係る納税告知書、納入
告知書又は納付書を添
えた現金の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の3、電子情報処理組織
を使用して処理する場合にお
ける国税等の徴収関係事務
等の取扱いの特例に関する
省令第7条第5項

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

20

領収済通知書、集計表
及び徴収義務者の提出
した計算書の国税収納
命令官等への送付

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の4、電子情報処理組織
を使用して処理する場合にお
ける国税等の徴収関係事務
等の取扱いの特例に関する
省令第7条第5項

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

21

センター支出官等からの
国税収納金整理資金へ
の振替に係る国庫金振
替書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の5第1項、第35条の5の
2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

22

センター支出官等から国
税収納金整理資金に振
替る国庫金振替書を受
領した場合における振替
済書の交付

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の5第1項、第35条の5の
2

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

23

センター支出官等が提
出した計算書及び振替
済通知書の国税収納命
令官等への送付

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の5第2項、第35条の5の
3

3 7 国税還付金振込等システム ― ― ― ― ―

24

規則第103条の規定によ
る国税資金支払命令官
からの国庫金送金又は
振込取消請求書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の15

3 7 国税還付金振込等システム ― ― ― ― ―

25

国庫金送金又は振込取
消の場合における国税
収納命令官からの納入
告知書等又は納付書の
受領

日本銀行国庫金取扱規程第
35条の15

3 7 国税還付金振込等システム ― ― ― ― ―

26
預託金の返納金に係る
出納官吏からの国庫金
振替書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
39条の2第2項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―

27

預託金の返納金に係る
国庫金振替書を出納官
吏から受領した場合にお
ける振替済書の交付

日本銀行国庫金取扱規程第
39条の2第2項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―
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28

他店が返納を受ける出
納官吏の預託金の取扱
店である場合における自
店から取扱店への返納
金額の受入の通知

日本銀行国庫金取扱規程第
39条の2第3項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―

29
保管金を提出すべき者
からの保管金払込書の
受領

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の3、電子情報処理組織
を使用して処理する場合にお
ける保管金取扱規程等の特
例に関する省令第21条

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

30
保管金領収証書の振込
人への交付

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の3、電子情報処理組織
を使用して処理する場合にお
ける保管金取扱規程等の特
例に関する省令第26条

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

31

歳入歳出外現金出納官
吏からの保管替請求に
係る国庫金振替書の受
領

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の5第1項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―

32
保管替請求に係る振替
済書の交付

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の5第1項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―

33

他店が保管替を受ける
官庁の取扱店である場
合の自店から取扱店へ
の保管替の旨の通知

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の5第1項

3 7 統合国庫記帳システム ― ― ― ― ―

34
歳入歳出外現金出納官
吏からの小切手又は国
庫金振替書の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の6

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

35
歳入歳出外現金出納官
吏からの送金又は振込
の請求の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
42条の7

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

36
歳入金月計突合表の送
付

日本銀行国庫金取扱規程第
79条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

37
歳出金月計突合表の送
付

日本銀行国庫金取扱規程第
80条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―
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38

歳入徴収官等からの納
入告知書等の記載事項
に係る訂正請求書の受
領

日本銀行国庫金取扱規程第
87条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

39
訂正請求書に基づき訂
正を行った旨の歳入徴
収官等への通知

日本銀行国庫金取扱規程第
87条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

40
出納官吏事務規程等の
規定による訂正請求書
の受領

日本銀行国庫金取扱規程第
88条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

41
証拠書類及び帳簿の保
存期間の財務大臣への
届出

日本銀行国庫金取扱規程第
91条

3 7 霞が関ＷＡＮ接続システム ― ― ― ― ―

42

納入者からの納税告知
書、納入告知書又は納
付書を添えた現金の受
領

日本銀行の歳入金等の受入
に関する特別取扱手続第3条
第1項、第2項、第3項、第8
項、第9項

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

43

納入者から納税告知
書、納入告知書又は納
付書を添え現金を受領し
た場合における領収済
通知書及び集計表の送
付

日本銀行の歳入金等の受入
に関する特別取扱手続第3条
第1項、第2項、第3項、第8
項、第9項

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

44

納入者から納税告知
書、納入告知書又は納
付書を添え現金を受領し
た場合における領収控
の送付

日本銀行の歳入金等の受入
に関する特別取扱手続第3条
第1項、第8項、第9項

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

45
保管金払込者からの保
管金払込書の受領

日本銀行の歳入金等の受入
に関する特別取扱手続第3条
の2、電子情報処理組織を使
用して処理する場合における
保管金取扱規程等の特例に
関する省令第21条

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

46
保管金の払込みに係る
書類の取りまとめ店への
送付

日本銀行の歳入金等の受入
に関する特別取扱手続第3条
の2、電子情報処理組織を使
用して処理する場合における
保管金取扱規程等の特例に
関する省令第21条

3 7 国庫金電子収納システム ― ― ― ― ―

47

センター支出官から公庫
に対する国庫金振替書
を受領した場合のセン
ター支出官への振替済
書の交付

日本銀行の公庫預託金取扱
規程第21条の4第1項

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―
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48
センター支出官からの資
金の振替のための国庫
金振替書の受領

日本銀行特別調達資金出納
取扱規程第2条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

49
資金会計官等の発した
国庫金振替書の受領

日本銀行特別調達資金出納
取扱規程第4条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

50

資金会計官等から国庫
金振替書を受領した場
合における振替済書の
交付

日本銀行特別調達資金出納
取扱規程第4条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

51
資金会計官等からの国
庫金送金請求書等の受
領

日本銀行特別調達資金出納
取扱規程第6条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

52
特別調達資金出納官吏
からの国庫金振替書等
の受領

日本銀行特別調達資金出納
取扱規程第11条第1項

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

53

特別調達資金出納官吏
から国庫金振替書等を
受領した場合における振
替済書の交付

日本銀行特別調達資金出納
取扱規程第11条第1項

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

54

センター支出官から貨幣
回収準備資金に対する
国庫金振替書を受領し
た場合における振替済
書の交付及び振替済通
知書の送付

日本銀行貨幣回収準備資金
出納取扱規則第4条

3 7 歳出金集中払等システム ― ― ― ― ―

55
特別会計の積立金の預
託

財政融資資金預託金取扱規
則第5条第3項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

56
特別会計の余裕金等の
預託

財政融資資金預託金取扱規
則第6条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

57 国庫余裕金の預託
財政融資資金預託金取扱規
則第7条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

58
地方公共団体又は法人
に属する資金の預託

財政融資資金預託金取扱規
則第8条、第8条の2第3項、第
4項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―
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59
公庫に属する資金の預
託

財政融資資金預託金取扱規
則第9条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

60
特別会計等又は公庫へ
の預託金の払戻し

財政融資資金預託金取扱規
則第11条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

61
地方公共団体又は法人
の預託金の払戻し

財政融資資金預託金取扱規
則第12条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

62 預託金の組替え
財政融資資金預託金取扱規
則第15条第2項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

63 預託金の更新
財政融資資金預託金取扱規
則第18条第2項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

64 預託金の統合
財政融資資金預託金取扱規
則第19条第2項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

65 預託金の分割
財政融資資金預託金取扱規
則第20条第3項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

66 訂正請求
財政融資資金預託金取扱規
則第26条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

67
有価証券に係る債務の
引受け

財政融資資金の管理及び運
用の手続に関する規則第12
条第2項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

68 元金の償還手続
財政融資資金の管理及び運
用の手続に関する規則第41
条、第41条の2第3項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

69 利子の支払手続
財政融資資金の管理及び運
用の手続に関する規則第42
条、第42条の2第2項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―
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70
有価証券の運用に関す
る資金の交付

財政融資資金出納及び計算
整理規則第6条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

71
有価証券への運用に関
する国庫内移換の手続

財政融資資金出納及び計算
整理規則第7条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

72
国又は公庫に対する貸
付けに関する手続

財政融資資金出納及び計算
整理規則第7条の2

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

73
国又は公庫以外の者に
対する貸付けに関する
手続

財政融資資金出納及び計算
整理規則第7条の3第2項、第
3項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

74
受託した業務として回収
した元利金の委託先へ
の支払に関する手続

財政融資資金出納及び計算
整理規則第7条の4

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

75 貸付金の借換え
財政融資資金出納及び計算
整理規則第8条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

76
有価証券の引受けに伴
う受取手数料の処理

財政融資資金出納及び計算
整理規則第9条第1項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

77 有価証券の売却
財政融資資金出納及び計算
整理規則第13条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

78
有価証券の売却代金等
の処理

財政融資資金出納及び計算
整理規則第15条第1項、第2
項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

79
有価証券の貸付料の処
理

財政融資資金出納及び計算
整理規則第15条の2第1項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

80 損失金の処理
財政融資資金出納及び計算
整理規則第26条第1項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―
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81 超過額の払戻し
財政融資資金出納及び計算
整理規則第27条第1項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

82 決算上の不足の処理
財政融資資金出納及び計算
整理規則第31条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

83 繰替使用
財政融資資金出納及び計算
整理規則第32条第1項、第2
項、第3項、第4項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

84

借用証書の引渡しに係
る財務省理財局長等か
らの財政融資資金借用
証書返還指図書の受領

財政融資資金出納及び計算
整理規則第35条第2項

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

85 訂正請求
財政融資資金出納及び計算
整理規則第62条

3 7
財政融資資金事務オンラインシ
ステム

― ― ― ― ―

86
応募者等による国債の
登録請求

国債規則第27条 3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

87 登録変更の請求 国債規則第30条 3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

88
登録国債の質権設定又
は転質の登録請求

国債規則第37条 3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

89
質権登録の変更又は抹
消の請求

国債規則第38条 3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

90
登録国債の担保権設定
請求

国債規則第39条 3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

91 登録済通知書の交付 国債規則第41条 3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。
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92
国債募集引受団等の構
成員への払込金領収証
書の交付

国債の発行等に関する省令
第4条第4項

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

93
国債募集引受団等の構
成員への登録済通知書
の交付

国債の発行等に関する省令
第4条第7項

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

94 払込金領収通知の出力
国債の発行等に関する省令
第12条

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

95
応募者への払込領収証
書等の交付

日本銀行国債事務取扱規程
第11条

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

96
質権登録に係る登録済
通知の出力

電子情報処理組織を使用し
て処理する場合における国
債の登録手続の特例に関す
る省令第6条

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － ○ － －

新日銀ネットでは、
左記のシステム対
応は廃止する予
定。

97
国債の買入消却におけ
る買入入札参加者への
買入入札の通知

国債の買入消却に関する省
令第3条第1項

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － － － －

98
国債の買入消却におけ
る入札参加者からの入
札

国債の買入消却に関する省
令第3条第5項

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － － － －

99
国債の買入消却におけ
る応募者への買入決定
の通知

国債の買入消却に関する省
令第3条第10項

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － － － －

100
個人向け国債の中途換
金に係る買取の請求

個人向け国債の発行等に関
する省令第6条第3項

3 7
日本銀行金融ネットワークシス
テム

－ － － － －

合計 100 0 0 11 0 0

※　「平成23年度中」：平成23年４月１日から24年３月31日までの間

※　法令種別：「１　法律」、「２　政令（勅令を含む。）」、「３　府省令」、「４　告示」

※　合計は24年度以降の新規オンライン化手続は含まない。

※　手続類型：「１　不服申立てに係る手続」、「２　準司法手続」、「３　処分（申請等に対する処分を除く）」、「４　行政指導」、「５　縦覧等」、
                      「６　行政機関等間の手続」、「７　その他」

※　「平成24年度以降にオンライン化を停止している（停止する予定がある）手続」：平成24年４月１日から９月28日（公表事項の提出期限）までの間にオンライン化を停止した手続、又
は、９月28日までの間に24年度以降にオンライン化を停止することを公示している手続及び費用対効果の検証後意見聴取を開始している手続
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（表３）

条 項 号
附
則

23年度 24年度
25年度
以降

24年度
25年度
以降

21年度 22年度
23年度
a

21年度 22年度
23年度
b

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※　　「平成23年度中」：平成23年４月１日から24年３月31日までの間

※　合計は24年度以降の新規オンライン化手続は含まない。

条 項 号
附
則

23年度 24年度
25年度
以降

24年度
25年度
以降

1
電磁的記録の開示方法
に関する定めの閲覧

独立行政法人等の保有
する情報の公開に関す
る法律

15 2 日本銀行ホームページ - - - - -

2 手数料に関する定めの
閲覧

独立行政法人等の保有
する情報の公開に関す
る法律

17 4 日本銀行ホームページ - - - - -

3 電磁的記録の開示方法
に関する定めの閲覧

独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に
関する法律

24 2 日本銀行ホームページ - - - - -

4
手数料に関する定めの
閲覧

独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に
関する法律

26 3 日本銀行ホームページ - - - - -

5 個人情報ファイル簿の
公表

独立行政法人等の保有
する個人情報の保護に
関する法律施行令

1 5 日本銀行ホームページ - - - - -

合計 5 0 0 0 0 0

※　　「平成23年度中」：平成23年４月１日から24年３月31日までの間

※　合計は24年度以降の新規オンライン化手続は含まない。

表3：日本銀行が法令に基づき扱う手続（各府省等共通手続）

備考②

整理
番号

手続名 根拠法令、根拠規定

備考①
電子署名の

必要性
整理
番号

手続名 根拠法令、根拠規定
手続を受け付けている

システム等の名称

※　「平成24年度以降にオンライン化を停止している（停止する予定がある）手続」：平成24年４月１日から９月28日（新オンライン利用計画決定日）までの間にオンライン化を停止した手続、又は、９
月28日までの間に24年度以降にオンライン化を停止することを公示している手続及び費用対効果の検証後意見聴取を開始している手続

申請等手続

申請等手続以外の手続

公的個人認証サービス
の対応

処分通知等を行うシス
テム等の名称

備考

手続の年間申請等件数申請等件数の切
り分けができない
手続をまとめた名

称

停止又は停止予定の手続

停止又は停止予定の手続

24年度以降の新規オ
ンライン化手続

24年度以降の新規オ
ンライン化手続

オンライン
申請等件数

※　「平成24年度以降にオンライン化を停止している（停止する予定がある）手続」：平成24年４月１日から９月28日（公表事項の提出期限）までの間にオンライン化を停止した手続、又は、９月28日までの間に24年度以降にオンライン化を停止することを公示している手続及び費用対効果の検証後意見聴取を開始
している手続

平成23年度の
オンライン利用率
（b/a×100）％
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